
中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を  
算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基  

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより  
算定する。  

現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けら  

れた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時  
間でそれぞれ所定単位数を算定する。  ただし、利用者の数が別  
に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働  

大臣が定めるところにより算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。   

八 指定短期入所療養介護の施設基準  
チ 診療所短期入所療養介護貴を算定すべき指定短期入所療養  

介護の施設基準   

（1）診療所短期入所療養介護章（＝を算定すべき指定短期入所  
療養介護の施設基準  

（t）塾直垂である指定短期入所療養介護事業所であること。  

（コ 当該指定短期入所療養介護を行う病室（以下「病室」とい  

i Jにおける看護職員の数（当該病室を有する診療所であ  
る指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短  
期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の  
看護職員の数及び当該病室のユニット部分以外の部分に係  

る看護職員の数）が、常勤換算方法で、当該病室における指  
定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計  
数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。  

且 当該病室における介護職員の数（当該病室を有する診療所  

である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指  
定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、呈塾垂  
室の介護職員の数及び当該病室のユニット部分以外の部分  
に係る介護職員の数）が、常勤換算方法で、当該病室におけ  

る指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の  
合計数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。  

（四）当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が  

医療法施行規則第16条第1項第2号の2、第3号イ及び第1  
1号イに規定する基準に該当するものであること。  

伍）当該‡旨定短期入所療養介護を行う診療所lこおける療養病  

床以外の病床の床面積は利用者1人1こつき、6．4平方メート  

ル以上であること。  

姐 療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第2  
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1条の4第2項において準用する同令第21条第2項第3号及   

び第4号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有して   
いること。  

（七〉 診療所（（六）の診療所を除く。）においては、食堂及び浴  

室を有していること。  

r2j一診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定すべき指定短期入所   

療養介護の施設基準  

（－）：2）ト）及び㈲力、ら軋までに該当するものであること。   

ニ 呈垂塵室における看護職員又は介護職員の数（当該病室を  

有する診療所である指定短期入所療養介護事業所が、→部  
ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっ  
ては、当該病室の看護職員又は介護職員の数及び当該病室  
のユニット部分以外の部分に係る看護職員又は介護職員の  

数）が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療  

養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が3又はそ  
の端数を増すごとに1以上であること。  

リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期   
入所療養介護の施設基準  

（1）チ（1）（－）及び㈲から憎までに該当するものであること。  

（2）当選歴室における看護職員の数（当該病室を有する診療所で   

ある指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短   

期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の看   
護職員の数及び当該病室のユニット部分に係る看護職員の数）   

が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介   

護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数   
を増すごとに1以上であること。  

：3：当該病室における介護職員の数（当該病室を有する診療所で   

ある指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短   

期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の介   
護職員の数及び当該病室のユニット部分に係る介護職員の数）   

が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介   

護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が6又はその端数   
を増すごとに1以上であること。  

3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  3（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   
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い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   

療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日   
につき60単位を所定単位数から減算する。  

5（1）及び（2）について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め  

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所   

療養介護事業所については、診療所療養病床設備基準減算とし   

て、1日につき60単位を所定単位数から減算する。  

られるため、御こ指定短期入所  

療養介護を利用することが適当であると判断した者M  
定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起  
算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加   

算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、  
若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場  
合には、若年性認知症利用者受入加算として、（1）及び（2）につい  

ては1日につき120単位を、（3）については1日につき60単位を所  

定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は算定  

しない。  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている   

こと。  

1 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

邑 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介   

護貴（Ⅰ）又は診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）を支給する場合は、  

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、診療所療養病床短期入   

所療養介護責（Ⅰ）又は診療所療養病床短期入所療養介護責（Ⅱ）   

を支給する場合は、それぞれ、診療所療養病床短期入所療養介  それぞれ、診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）の診療所短期入所療  

養介護責（ii）又は診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）の診療所短期  護責（Ⅰ）の診療所療養病床短期入所療養介護責（ii）又は診療所  

入所療養介護責（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が   
判断した者  

療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）の診療所療養病床短期入所療  

養介護責（りを算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が   
判断した者  
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ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  
埋 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   
入所療養介護については、垂塵塵における短期入所療養介護責   

は、算定しない。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

ヱ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  
旦 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   
入所療養介護については、療養病床を有する診療所における短  

期入所療養介護費は、算定しない。  
（4）栄養管理体制カロ算   

二 

（コ栄養士配置加算  

12単位  

10単位  

注1（－）については、次lこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所筐  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。  

イ働宣していること。  

ロ 別lこ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

養介護事業所であるこL   
2 皿こついては、次Iこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定し  

ない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別Iこ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

養介護事業所であるこL  
赴 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  

剋 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている   
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こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   
食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   
食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める療養食の内容は以下のとおり。  

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提   
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓   

病食、胃潰瘍食、貧血食、障腺病食、脂質異常症食、痛風食及び特   
別な場合の検査食  

1軋 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
1旦 特定診療責  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

脱 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
担 特定診療車  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常   

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ   

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た   

額を算定する。  

※ 特定診療車の改定については別紙4を参照  

（7）サービス提供体制強化加算  

注 丹‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適■合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対   

し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区  

分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、  

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に  
掲げるその他の加算は算定しない。  

ト）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

に）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  
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※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

① 当該指定短期入所療養介護を行う病室（以下「病室」という。）  

の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の5  
0以上であること。   

② 別の告示で定める利用定員一人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   

① 当該病室の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める  
割合が100分の75以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

① 当該病室の指定訪問短期入所療養介護を利用者に直接提供す  
る職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が10  
0分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介  

護費  

：1）認知症疾患型短期入所療養介護責（1日につき）  

（－）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介  

護費  

川 認知症疾患型短期入所療養介護責（1日につき）  
（－）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

833単位  

1，035単位  

1，102単位  

＝69単位  

1，237単位  

1，304単位  

944単位  

1，146単位  

1，213単位  

1，280単位  

1．34録巨位  

1．415単位  

介護   

「   

旦 iv㈲   V㈲   Vi㈲  
b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

i経過的睾介護  

．  iv㈲   V㈲   
vi要介護5  

1．049単位  l 要介護1   

ii要介護2  1，116単位  

噸 1，柑3単位  

iv 要介護4  1，251単位  

∨ 要介護5  1，318単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）   

l 要介護1  1，160単位  

ii要介護2  1，227単位  

lii要介護3  1，294単位  

iv 要介護4  1，362単位  

∨ 要介護5  1，429単位   
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に）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護責（i）   

l経過的要介護  766単位  

（コ 認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  991単位  ii要介護1  977単位  

iii要介護2  1，048単位  ii要介護2  1，062単位  

iv 要介護3  1，118単位  要介護3  1，132単位  

V 要介護4  1，189単位  要介護4  1，203単位  

Vi要介護5  1．259単位  V 要介護5  1．273単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  850単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）   

】 要介護1  1，122単位  ii要介護1  1，108単位  

iii要介護2  1，179単位  ii要介護2  1，193単位  

iv 要介護3  1，249単位  ii㈲ 1，263単位  

V 要介護4  1，334単位  V 要介護4  1，320単位  

Vi要介護5  1，390単位  ∨ 要介護5  1，404単位  

（三）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護責（i）   

l 経過的要介護  743単位  

（三）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅲ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護貴（i）  

l 要介護1  962単位  ii要介護1  948単位  

iji要介護2  1．017単位  ii要介護2  1，031単位  

iv 要介護3  1，085単位  ii要介護3  1，099単位  

V 要介護4  1，168単位  V 要介護4  1，154単位  

Vi要介護5  1，222単位  V 要介護5  1，236単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ji）  

l 経過的要介護  827単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  1，093単位  ji要介護1  1，079単位  

lii要介護2  1，148単位  ii要介護2  1，162単位  

iv 要介護3  1，216単位  ‖㈲ 1，230単位  

V 要介護4  1，299単位  V 要介護4  1，285単位  

Vi要介護5  1，353単位  V 要介護5  1，367単位  

（四）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅳ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護責（j）   

i 経過的要介書生  

ji要介護1  
日 要介護2  

（四）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1   

ii要介護2   

730単位  

932単位  

999単位  

錮6単位  

1，013単位   
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iv 要介護3 iv 要介護3  10鱒単位  

∨ 要介護4  ト134単位  

Vi要介護5  1，201単位  

聯 1，080単位  

嘩 1，148単位  

V 要介護5  1，215単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護  814単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  1，077単位  ii要介護1  1，063単位  

iii要介護2  1，130単位  ．．要介護2  ！，144単位  

iv 要介護3  1，197単位  iii要介護3  1，211単位  

V 要介護4  1，265単位  iv 要介護4  1，279単位  

Vi要介護5  1，332単位  V 要介護5  1，346単位  

伍）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）   

l 経過的要介護  668単位  

（五）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅴ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

t 要介護1  884単位  ii要介護1  870単位  

iii要介護2  937単位  ii要介護2  951単位  

iv 要介護3  1，004単位  iii要介護3  1．018単位  

V 要介護4  1，072単位  iv 要介護4  1．086単位  

Vi要介護5  1，139単位  ∨ 要介護5  1，153単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）  

l 経過的要介護  779単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   

l要介護1  995単位  ii要介護1  981単位  

榊 要介護2  1，048単位  jj 要介護2  1，062単位  

iv 要介護3  1，115単位  要介護3 ‖i閲 1，129単位  

iv 要介護4  1．197単位  ∨ 要介護4  1，183単位  

Vi要介護5  1．250単位  V 要介護5  1，264単位  

（2）認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（1日につき）  

トニ認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 経過的要介護  

（2）認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（1日につき）  

（－：認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要介護1  786単位  

570単位  

b 要介護1  772単位  

c 要介護2  839単位  b 要介護2  853単位  

d 要介護3  906単位  c 要介護3  920単位  

e 要介護4  974単位  d 要介護4  988単位  

f 要介護5  1，041単位  e 要介護5  1，055単位  

に）認知症疾患型経過型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 経過的要介護  654単位  

こ）認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）   
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b 要介護1  903単位  a 要介護1  917単位  

c 要介護2  970単位  b 要介護2  984単位  

d 要介護3  1，037単位  c 要介護3  1．051単位  

e 要介護4  1，105単位  d 要介護4  1．119単位  

f 要介護5  1，172単位  e 要介護5  1，186単位  

（3）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護責（1日につき）  

（t）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護責（i）  
l 経過的要介護  946単位  

（3）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）  

ト）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  1，163単位  ii要介護1  1，149単位  

iii要介護2  1，216単位  ii要介護2  1．230単位  

iv 要介護3  1，283単位  ii要介護3  1，297単位  

V 要介護4  1．365単位  V 要介護4  1．351単位  

Vi要介護5  1，418単位  V 要介護5  1．432単位  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）  

l経過的要介護  946単位  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）   

l 要介護1  1．163単位  ji要介護1  1，149単位  

iii要介護2  1，216単位  ii 要介護2  1．230単位  

iv 要介護3  1，283単位  ii要介護3  1．297単位  

V 要介護4  1．365単位  V 要介護4  1，351単位  

Vi要介護5  1，418単位  V 要介護5  1．432単位  

に）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（i）   

l 経過的要介護  857単位  

に）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護責（i）  

l 要介護1  1．125単位  ii要介護1  1，111単位  

iii要介護2  1．柑2単位  ii要介護2  1，196単位  

iv 要介護3  1，252単位  ‖i㈲ 1，266単位  

付 要介護4  1．337単位  V 要介護4  1，323単位  

Vi要介護5  1．393単位  V 要介護5  1，407単位  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  857単位  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護章（ii）   

i要介1⊥旦旦豊 

ii 要介護2  

1ii要介護3   

付 要介護4  

ii要介護1  1，111単位  1，125単位  

1，196単位  

1，266単位  

1，337単位   

iii要介護2  1，182単位  

iv 要介護3  1，252単位  

V 要介護4  1，323単位  
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v 要介護5  1．407単位  Vi要介護5  1，393単位  

、4：特定認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき） 760単位  4ノご 特定認知症疾患型短期入所療養介護費  

650単位  卜）3時間以上4時間未満  

900単位  亡）4時間以上6時間未満  

（三）6時間以上8時間未満  1．250単位  

注1（1）から（3）までについて、老人性認知症疾患療養病棟（指定  
居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟  

をいう。以下同じ。）を有する病院である指定短期入所療養介  
護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  
しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  
届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所  
療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に  

厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介  
護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、  

利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に  
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
臣が定めるところにより算定する。   

2 （4）について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である  

指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定  
める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出  
たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟にお  

いて、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し  
て、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要  

注1（1）から（3）までについて、老人性認知症疾患療養病棟（指定  
居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟  

をいう。以下同じ。）を有する病院である指定短期入所療養介  
護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  
しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  

届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所  
療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に  

厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介  
護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、  

利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に  
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  

臣が定めるところにより算定する。   

2 （4）について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である  

指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定  
める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出  
たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟にお  
いて、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し  

て、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単  

位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若し  
くは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す  

る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内  

容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそ   

担所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、   
看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める   
基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ   

り算定する。  

3 （3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 羊り用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   
所療養介護事業所との問の送迎を行う場合は、片道につき184単   

3 （3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単  
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位を所定単位数に加算する。   

5 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所  

療養介護責（Ⅰ）、認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）、認知  

症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知症疾患型短期入所療養  

介護責（Ⅳ）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）又は  

認知症疾患聖経過型短期入所療養介護責を支給する場合は、そ  
れぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護貴（Ⅰ）の認知症疾患型  

短期入所療養介護責（ii）、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）  

の認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患型短期入  

所療養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）、認  

知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅳ）の認知症疾患型短期入所療  

養介護費（ii）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）の  

認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）又は認知症疾患聖経過型  

短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  

用する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

6 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出  
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。   

7 弄り用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け  
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期  

入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する  
病院における短期入所療養介護責は、算定しない。  

（5）栄養管理体制加算  

ト）働 12単位  

（コ 栄養士配置加算  に〕即 10単位  

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

位を所定単位数に加算する。  

5 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所   

療養介護責（Ⅰ）、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）、認知   

症疾患型短期入所療養介護責（Ⅲ）、認知症疾患型短期入所療養   

介護責（Ⅳ）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）又は   

認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、そ   
れぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅰ）の認知症疾患型   

短期入所療養介護責（ii）、認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

の認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）、認知症疾患型短期入   

所療養介護責（Ⅲ）の認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）、認   

知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅳ）の認知症疾患型短期入所療   

養介護責（ii）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）の   

認知症疾患型短期入所療養介護責（ii）又は認知症疾患聖経過型   

短期入所療養介護責（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況   
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利   
用の必要があると医師が判断した者  

6 指定施設サービス等介護給付責単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  
7 手り用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する   
病院における短期入所療養介護貴は、算定しない。   

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
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ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療   

養介護事業所であるこL  
2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  

ついて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  

において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定し  

ない。  

イ㈲宣していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療  

養介護事業所であるこL  
赴 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   

に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、   
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。   

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

且 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  

1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。   

口 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める療養食の内容は以下のとおり。  

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提   
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓   

病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特   
別な場合の検査食  

腹 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
皿 特定診療責  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  

皿 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   

知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

姓 特定診療車  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  
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行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。  

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。  

※ 特定診療真の改定については別紙4を参照  

（8）サービス提供体制強化加算  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  

府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対  
し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区  

分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、  

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に  

掲げるその他の加算は算定しない。  

（－）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

（コ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下のとおり。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

① 当該指定短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患療養病棟  
（以下「認知症病棟」という。）の介護職員の総数のうち、介  

護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

① 当該認知症病棟の看護一介護職員の総数のうち、常勤職員の  
占める割合が100分の75以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。   

○ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

① 当該認知症病棟の指定短期入所療養介護を利用者に直接提供  

する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が  
100分の30以上であること。  

② 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。  

ホ 基準適合診療所における短期入所療養介護責  

（1）基準適合診療所短期入所療養介護責（Ⅰ）（1日につき）  

ト）経過的要介護  411単位  

86  
－86－   



ニ 要介護1  545単位  

亡㈲ 588単位  

㈲ 要介護3  632単位  

㈲ 要介護4  6了6単位  

（六：要介護5  720単位  

（2）働費（Ⅱ）（＝引こつき）  
（牒 495単位 495単位   

こ）要介護1  676単位  

三㈲ 719単位 719単位  

㈲要介護3  763単位  

伍）要介護4  807単位  

：六）要介護5  851単位  

：3）特定基準適合診療所短期入所療養介護費（1日につき）  

760単位  

注1（1）について、指定居宅サービス基準附則第5条第3項の規定  

により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する  

基準適合診療所である指定短期入所療養介護事業所において、  

指定短期入所療養介護を行った場合に、別lこ厚生労働大臣が定  
める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じ  

て、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別  
に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働  

大臣が定めるところにより算定する。  

2 （2）について、指定居宅サービス基準附則第5条第3項の規定  
により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する  

基準適合診療所である指定短期入所療養介護事業所において、  

日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数  
を算定する。ただし、瑚＝こ厚生労働大臣が定める  
基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ  
り算定する。  

3 利用者の心身の状態、家族等の事情等力、らみて送迎を行うこ   

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  4御   
所療養介護責を支給する場合は、基準適合診療所短期入所療養  
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